
 

 

令和 ５年 10 月 13 日 

 

回 答 書 

 

「西森公園空洞化調査業務委託」に係る質問について、下記のとおり回答します。 

No 質 問 内 容 回 答 

１ 

斜面部の草木について、伐採は可能でしょ

うか 

可能です。 

２ 

既斜面対策範囲（ロックボルト工）は、調

査範囲の対象外でしょうか 

対象外です。 

３ 

未開口の空洞を推定した場合、試掘は可能

でしょうか 

現場状況を踏まえ、協議の上判断します。 

４ 

  

５ 

  

６ 

  

７ 

  

８ 

  

 


